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各県立学校長 殿

徳島県教育委員会体育学校安全課長

冬季休業中における感染拡大防止対策の徹底について（通知）

現在，県内の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は落ち着きをみせ
ているところですが，世界保健機構（ＷＨＯ）が最も警戒レベルが高い「懸
念される変異株」に指定した「オミクロン株」が国内でも相次いで確認され
ており，今後の感染拡大が懸念されております。
また，冬季は気温の低下による換気不足や，年末年始の人流の増加等によ

り，感染リスクは一層高まります。
つきましては，これまでも感染拡大防止について，繰り返しお願いしてい

るところですが，改めて，以下の点について徹底していただきますようお願
いします。
なお，本日，徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において，「と

くしまアラート」が改定されましたので，併せてお知らせします。

１ 児童生徒等及び保護者並びに教職員に対し，別添「年末年始 新型コロ
ナウイルス感染予防について」を周知し，以下の点について，改めて指導
すること。
・マスクを適切に着用すること。
・こまめな換気をおこなうこと。
・手洗い，手指消毒を徹底すること。
・「３つの密」「大声」を避けること。
・健康観察を徹底し，発熱等新型コロナウイルス感染症が疑われる症状
が見られる場合については，登校しないこと。

・県をまたぐ移動は，基本的な感染防止対策をしておこなうこと。

２ 冬季休業期間中における連絡体制を整備し，以下の場合には速やかに学
校へ連絡するよう，児童生徒等及びその保護者に対し依頼すること。
①児童生徒等が感染した場合
②児童生徒等が濃厚接触者に特定された場合
③児童生徒等の同居する家族が感染した場合（濃厚接触者に特定されな
い場合）

④児童生徒等が保健所の指示やかかりつけ医の判断によりＰＣＲ検査等
を受ける（受けた）場合

なお，連絡を受けた学校は，速やかに徳島県教育委員会体育学校安全課
まで報告すること。その際には，「新型コロナウイルス感染症に対応した学
校運営に関する留意点について（通知）」(R3.9.1付教政第176号)【別添資
料①】「新型コロナウイルス感染症報告」に沿って電話で報告してください。

平日連絡先 体育学校安全課０８８－６２１－３１７１
休日夜間連絡先（上記連絡先に連絡がつかない場合）

徳島県庁衛視室０８８－６２１－２０５７
※体育学校安全課から，折り返し電話をさせていただきます。


